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実務能力認定試験における大韓民国の取扱いについて 
 

 

 

 

平素より、弊センターの安全保障輸出管理実務能力認定試験をご利用いただき誠にあり

がとうございます。 

実務能力認定試験の受験要項に明記しておりますが、試験問題の法令は、試験日の法令

が適用されます。大韓民国は、２０２３（令和５）年７月２１日から輸出令別表第３の地

域に追加されていますので、２０２３（令和５）年７月２１日以降に実施する実務能力認

定試験では、大韓民国は、輸出令別表第３の地域ということになります。 

なお、試験問題では、「問題文中で使用される略称・用語について」で、輸出令別表第

３の地域（グループＡ）を全て列記しております。 

以上 


